
1 

 

（資料２） 

条例による本人確認情報の独自利用事務の追加について 

 

１ 前回までの検討状況について  

 

審議会 年度 条 例 追 加 対 象 延べ事務数 

第 5 回 Ｈ１８ 対象：「条例・規則により住民票添付が義務付けられ

ている事務」に限定 

４事務 

第 6 回 Ｈ１９ 対象：「県が本人確認情報を必要とする事務（利用件

数が年間１０件以上）」とする 

１６事務 

第 7 回 Ｈ２０ 対象：「県が本人確認情報を必要とする事務（利用件

数の限定なし）」とする 

４０事務 

第 8 回 Ｈ２１ （条例に追加した事務なし） 同 上 

第 9 回 Ｈ２２ 対象：「死亡確認のため利用される戸籍謄本等の代

替利用」へ拡大する 

４５事務 

第 10 回 Ｈ２４ ３事務を対象事務に追加 ４８事務 

 

 

２ 今回の検討状況  

（１）本人確認情報を利用できる事務の調査・検討 

これまでの審議会での検討状況を踏まえ、庁内すべての課に対し、本人確認情報を利用できる事

務の有無を調査し、対象事務として条例に追加可能か検討を実施 

 

対象事務の抽出要件 

 

 

（２）抽出された検討対象事務の概要 
 

事務の名称 事務の内容 年間件数 事務執行課所 他団体制定数 

県営住宅の滞納家賃

等の徴収に関する事務 

滞納家賃等の徴収等に係

る公用請求 (生死確認、現

住所の確認等） 

約 400 住宅課 7 道県 

（北海道、岩手、山梨、島

根、広島、高知、長崎） 

 

 

 

①住民票の写しの添付を求めている事務【⇒県民の利便性向上】 

②市町に対して住民票の写し等の公用請求をしている事務【⇒行政事務の効率化】 

③戸籍謄本の添付を求めている事務（本人確認情報及び異動情報（死亡等） 

の確認で足りるもの）【⇒県民の利便性向上】 
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 （３）当該事務における本人確認情報利用の必要性 

○ 県営住宅の管理については、平成 17 年度から指定管理としており、滞納家賃等の督促・収納

については、指定管理者（山口県住宅供給公社、現在は一般財団法人山口県施設管理財団）

が行ってきたが、平成２４年度行政監査において、（１）滞納者・連帯保証人の所在確認の徹底、

及び（２）指定管理業務の委託先との間の業務内容の整理 が求められた。 

○ 県では、債権管理を強化する観点から、本年度、県・指定管理者間で業務分担の点検を行い、

県は滞納退去者及びその連帯保証人に係る債権回収を直接担当する旨確認した。 

○ これにより、従前、滞納退去者等に係る納付書等が転居先不明で返戻された場合など、指定管

理者が市町へ住民票除票の写し等の公用請求をしてきたが、今後は県が直接請求することに

なり、年間約４００件もの請求件数が見込まれることから、行政事務の効率化の観点から住基ネ

ットを活用するもの。【抽出要件②に該当】 

 

 

（４）コスト削減効果及びセキュリティについての検討 

●本人確認情報の利用によりコスト削減・負担軽減効果が図られること 

・業務端末の単独設置について 

 住 民 票 添 付 に替 える場 合：年間１００件以上の利用が必要 
 
 住民票の交付請求に替える場合：年間２００件以上の利用が必要 

  ⇒ 今年度該当なし（件数は 200件を超えているが、県庁内の課であり、市町課に設置している

端末を共同利用） 

 

●住基ネット運用にあたってのセキュリティが確保できること 

利用所属については、住基ネット利用に先立ち、違反事例への罰則に関する関係諸規定の周

知及びセキュリティ対策の確認を徹底する。 

 

 

３ 対応方向  

上記のとおり検討した結果、行政の効率化を図ることが可能であること及びコスト削減・セキュリティ

確保が可能であることから、上記事務を本人確認情報独自利用対象事務として追加したい。 

 

 

４ 今後の予定  

・平成２６年３月 条例の改正（４月１日施行予定） 

→平成２６年４月以降、住基ネットの利用開始 


